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〈広告欄〉

 高齢者の身元保証 身元保証 葬儀代行 任意後見
一般社団法人あんしんの輪

☎

こんなお悩みありませんか？ 丁寧に説明します！

くらしの 110番

【事例１】マッチングアプリで知り合った女性から「儲かるサイ
ドビジネスがある」と勧められ、セミナーに同行した。セミナー
の後、ビジネススクールの受講契約とタブレットの購入契約で合
計４２万９千円の勧誘を受けた。お金がないと伝えると、消費者金
融で借りるよう強く促され、借りて支払った。その後、解約した
くなったが女性と連絡が取れない。
【事例２】マッチングアプリで知り合った男性とメッセージアプ
リでやり取りしたところ、男性から「私の叔父の指示どおりに操
作すれば１００パーセント利益が出る」と言われ、指示どおりに投
資のプラットフォームに登録し、指定された銀行口座に１０万円送
金した。翌日、利益とともに約１２万円が自分の口座に入っていて、
本当に儲かるのだと思った。その後、さまざまな名目で請求され、
その都度、指定された異なる口座に合計１０２万円を送金したが、
一向に入金がない。

　インターネット通販で、サプリメントをお試し価格（５００
円）で購入しました。「お試し」だけのつもりでしたが、２

カ月目以降も商品が届き、送付の取り止めの連絡をしたら、高額（１万
円）の請求を受け、実は定期購入であったことが発覚しました。販
売サイトには小さく定期購入であることの記載がありますが、申し
込みの際に定期購入契約との表示はありませんでした。料金を支払
わなければならないのでしょうか。

　近年、販売サイトなどで「初回実質０円」や「１回目９０パ
ーセントオフ」など、通常価格より著しく低価格で購入で

きることを広告する一方で、実は定期購入が条件となっていた、と
いうトラブルが多発していました。
　このような状況を受け、特定商取引法が改正され、２０２２年６月１日
に改正特定商取引法が施行されました。
　この法律では、インターネット通販事業者に「最終確認画面」に
て契約の詳しい内容を記載することが義務付けられています。つま
り、顧客が「注文確定」の直前段階で、無期限の定期購入契約であ
ること、購入する商品の分量、販売価格（購入者が負担する金額）
などの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示し
なければなりません。インターネット通販事業者が契約の申し込み
の内容を表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるよう
な表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、
申し込みの意思表示を取り消すことができます。
　今回のケースでは、申し込みの際に定期購入契約との表示はなか
ったとのことですから、相談者は購入の申し込みを取り消すことが
でき、料金を支払わなくてよいと考えられます。
　また、今後は低価格を強調する広告に飛びつかず、注文する前に
販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認したほうがよいで
しょう。契約を取り消す際の証拠として、「最終確認画面」のスク
リーンショットを保存しておくことも有効です。
問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　松本侑樹（弁護士）

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム投資・副業を勧められたら要注意！

　マッチングアプリなどは、そのサービスを利用して婚活・結婚す
る人が増えるなど、真剣な出会いの場として存在感を高めています
が、詐欺的な目的を持った利用者が紛れ込んでいることもあります。
【消費者へのアドバイス】
①マッチングアプリなどで知り合った相手の本人確認は難しく、振
り込んだお金を取り戻すことは極めて困難です。意に沿わない副業
や投資を勧められたらキッパリ断り、連絡を絶ちましょう。
②「被害回復をします」という団体にも注意してください。不要か
つ高額な依頼料などを支払うことになる恐れがあります。
　困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
問八潮市消費生活センター（受付は商工観光課）☎線３３６、埼玉県
消費生活支援センター川口☎０４８－２６１－０９９９

「お試し」だけのはずが定期購入に
質問

回答

②不動産相談
土地・建物の売買、賃貸
や空き家の利活用など、
不動産取引全般につい
ての相談（宅地建物取
引士が対応）

日１月２２日㈪　午前9時〜正午
場市民相談室

問秘書広報課　☎線３７３

③くらしの相談
日常生活の問題や国・
県・市の行政サービス
についての相談（行政
相談委員が対応）

日１月１０日㈬
　午後１時3０分〜3時3０分
場市民相談室

問秘書広報課　☎線３７３

④行政書士相談
紛争のおそれのない相
続・遺言などの書類作
成および官公庁へ提出
する書類・申請書の作
成などについての相談

日１月１５日㈪
　午後１時〜4時
場市民相談室

問秘書広報課　☎線３７３

⑤司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続登記など
についての相談
※１月4日㈭午前9時か
ら電話予約

日１月１８日㈭
　午後１時〜4時
場市民相談室
定６人（電話による事前予約制）

問秘書広報課　☎線３７３

⑥D V 相 談
ＤＶ被害（配偶者から
の暴力）について電話・
面談による相談（女性
相談員が対応）

日毎週月・金曜日
　午前１０時〜正午　午後１時〜4時
※面談の場合は要予約
☎９９６－３９５５（ＤＶ相談支援
室専用電話）

問子ども家庭支援課�☎線２４６

⑦女 性 相 談
夫婦関係などさまざま
な悩みごとについて、
心理士やカウンセラー
が心の整理をお手伝い
します（女性限定）

日毎週火〜木曜日
　午前１０時１５分〜午後０時3０分
　午後１時3０分〜3時4５分
場駅前出張所内相談室
定4人（電話による事前予約制）

問子ども家庭支援課�☎線２４６

⑨心配ごと相談
日常生活における心配
ごとや悩みごとについ
ての相談（心配ごと相
談員が対応）

日１月１０日㈬・１７日㈬
　午後１時〜4時
場身体障害者福祉センターやすらぎ
　☎９９８－７６１６
　（心配ごと相談専用電話）

問社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑩生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

日毎週月〜金曜日
　午前８時3０分〜午後５時１５分
場社会福祉課　☎949－６3１７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

問社会福祉課　☎線４９３

⑧人 権 相 談
不当な差別や偏見、プ
ライバシーの侵害など
人権に係るさまざまな
悩みについての相談
（人権擁護委員が対応）

日１月１１日㈭
　午後１時〜4時
場市民相談室

問人権・男女共同参画課�☎線８１１

⑪こころの健康相談
不眠・不安などによる
こころの病気やひきこ
もり、高齢者の認知症
などについての相談
（精神科医師が対応）

日１月１５日㈪
　午後１時〜２時3０分
場保健センター
定２人（電話による事前予約制）

問保健センター�☎９９５－３３８１

⑫消費生活相談
悪質商法などに関する
問題や借金問題など消
費生活全般についての
相談（消費生活相談員
が対応）

日毎週月〜金曜日
　午前１０時〜正午
　午後１時〜4時
場消費生活センター
　※受付は商工観光課

問商工観光課　☎線３３６

⑬内 職 相 談
内職の求人、求職のあ
っせん、および相談（内
職相談員が対応）

日毎週火曜日
　午前１０時〜正午
　午後１時〜3時3０分
場市民相談室

問商工観光課　☎線２７４

⑭若年者就職相談
若年者（おおむね4０歳
未満、学生など）の就職、
転職、職業能力などに
ついての相談（キャリア
カウンセラーが対応）

日１月１７日㈬
　午前１０時〜正午
　午後１時〜4時
場ゆまにて
定５人（電話による事前予約制）

問ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑮教 育 相 談
児童・生徒の言動やい
じめ・不登校などの教
育に関する相談（専任
教育相談員・臨床心理
士が対応）

日毎週月〜金曜日
　午前9時3０分〜正午
　午後１時〜4時
場教育相談所（八條小学校西隣）

問教育相談所� ☎９９５－００７７

⑯家庭児童相談
子どもの家庭での養育
上の心配や悩みごとに
ついての相談（家庭児
童相談員が対応）

日毎週月〜金曜日
　午前9時〜正午
　午後１時〜4時
場家庭児童相談室

問子ども家庭支援課�☎線４７２

⑱子育てコーディネーター
就学前のお子さんの子
育て関連情報の提供や
子育ての不安・悩みご
とを窓口または電話で
相談

日毎週月〜金曜日
　午前１０時〜午後4時
場�やしお子育てほっとステーション
※１月から市役所内でも同事業を実施
します。詳しくは、市HPをご覧ください

問やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑰休日・夜間納税相談
市税・国民健康保険税
の納付についての相談

日１月２１日㈰
　午前9時〜午後4時
　毎週木曜日
　午後５時１５分〜７時
場納税課

問納税課　☎線３３０

①法 律 相 談
法律上の諸問題につい
ての相談（弁護士が対
応）
※２日前の水曜日（祝日の場合
は翌日）午前9時から電話予約

問秘書広報課　☎線３７３
日毎週金曜日
　午後１時２０分〜4時
場市民相談室
定８人（電話による事前予約制）

☎996-2111
1 月各種無料相談

市外局番（048）をつけておかけください。

★１月１日㈷～３日㈬はお休みです。

★相談日が祝日の場合はお休みです（⑱を除く）。

※来庁（館・所）による相談は、中止や電話での相談になる
場合がありますので、事前に各担当課へお問い合わせく
ださい。


